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今後の部会における検討について 

 

１ 原案審議の進め方について（第24回運営会議結果報告より） 

 

＜スケジュール＞ 

・ 意見書は、10 月提出を目標とする。 

・ テーマ別部会のとりまとめを第 23 回委員会（7/12）と第 24 回委員会（8 月下旬）に提

出する。地域別部会についても当該委員会までの検討結果を報告する。 

・ 第 24 回委員会（8 月下旬）にて、河川管理者に河川整備計画原案（案）について説明頂

く。 

 

＜検討会の開催について＞ 

・ 「部会の場でより深まった議論を行うため、部会前に議論の進め方や検討ポイントの整

理と、これまでに出された資料の理解を深めるための検討会を開催して部会に臨んでは

どうか」との提案がなされ、了承された。検討会の進め方は部会長に一任された。なお、

検討会には河川管理者の出席を依頼する。会議は公開しないが、資料や議論内容につい

ては公開する。 

 

２ 地域別部会とテーマ部会の役割分担（第23回、第24回運営会議結果報告より） 

地域別部会：個別事業（実施場所が明記されている事業）を検討 

テーマ部会：流域全体に係わる内容（実施場所が明記されていない事業等）を検討 

意見書については、各テーマ別部会のとりまとめを元に骨格を作成し、地域別部会のとりま

とめを追加してまとめていく。テーマ別部会が地域的な観点での検討が必要と判断した内容に

ついては、地域別部会で審議する。また、地域別部会からテーマ別部会への審議依頼も有り得

る。（→ 参考１参照） 

 

淀川水系流域委員会 

第 2回利水部会検討会（H15.6.28）

第 2回治水部会検討会（H15.6.28）
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３ ５章「具体の整備内容」における具体的施策の記述内容（「実施」「検討」「見直し」）と

部会での検討方向 

説明資料で

の記述 

左記施策の扱い 

（説明資料（第１稿）「はじめに」

より） 

委員会として提出する意見書の記述方向および

委員会、部会での議論方向 

「実施」 

 

具体的施策で「実施」と記述する

施策は今後速やかに実施してい

く。 

・実施の妥当性 

（実施すべきでない／○○についての検討か

ら始めるべき等） 

・実施内容（具体的整備内容シートに記載）へ

の意見 

（実施場所を○○に変更すべき／規模を縮小

すべき等） 

・実施にあたっての留意点 

（○○が起こった場合には、○○すべき等）

「検討」 

「見直し」 

 

「検討」、「見直し」と記述した

施策は、今後検討・見直しを行い、

実施段階になった時点で、流域委

員会や関係住民、関係地方自治体

等の意見を伺ったうえ、決定する

施策である。 

・検討の妥当性 

（検討に値しない／検討ではなく、○○の内

容で実施すべき等） 

・検討内容（具体的整備内容シートに記載）へ

の意見 

（○○についての検討を検討項目に加えるべ

き／１年以内に実施するかどうか判断すべ

き／対象地区に○○を加えるべき等） 

・検討にあたっての留意点 

 

→なお、「検討」「見直し」とされている事業

については、左記記述のとおり、今後実施段

階となった時点で再度その妥当性が検討され

る機会がある。 
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今後の進め方の確認 

第２稿説明 

第２稿に対する議論 

第２稿に対する意見とりまとめ 

必要な場合に部会開催（地域部会からの検討依頼、意見書検討等） 

意見書素案議論 

意見書議論、確定 

テーマ部会からの報告 

ダムについての議論 

テーマ部会からの報告 

必要な場合に部会開催（地域部会からの検討依頼、意見書検討等） 

４ 部会での検討スケジュール 

6/20委員会では、今後の進め方について主に以下の事項が確認された。 

・意見書とりまとめは10月とする。 

・7/12委員会、8月委員会にテーマ部会の意見とりまとめを提出する。これをもとに意見書

の骨格を作成する。 

・テーマ部会が地域的な観点での検討が必要と判断した内容については地域部会で審議する。 
 

＜部会の想定＞ 

 

6/7 検討会 

 

 

6/20 委員会 

 

 

検討会・部会 

 

 

7/12 委員会 

 

 

検討会・部会 

 

 

9/5 月委員会 

 

 

（部会） 

 

 

9/末委員会 

 

 

（部会） 

 

 

10 月委員会 
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河川対応（河川改修、堤防強化、水防、土砂管理等）に

ついて委員からの意見をもとに議論 

流域対応等（雨水流出の制御、被害ポテンシャルの低

減、氾濫水の制御、警戒避難、土砂管理等）、総合的対

応（地域別部会の議論も参考に治水面 からみたダム）、

高潮、地震・津波について議論 

委員会へ状況報告 

全体での議論、とりまとめ素案の議論 

＜この間各委員への意見照会、平行して ML 上での議論＞ 

委員会へ部会案提示 

とりまとめ案の議論 

＜この間リーダーとりまとめ、平行して ML 上での議論＞ 

 

＜9/5 委員会までの治水部会進め方（案）＞ 

 

6/28 検討会 

 

 

7/7 または 

7/中旬 検討会 

 

 

 

 

7/12 委員会 

 

 

 

 

 

7/下旬 部会 

 

 

 

 

 

8/末 部会 

 

 

 

9/5 委員会 
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参考１ 意見書作成までの流れ（テーマ部会、地域別部会の分担イメージ） 

説明資料・原案の項目 

意見書 テーマ別部会 地域別部会 

 
はじめに 
 
２章 現状の課題 
 
３章 河川整備の基本的な考え方 
 
４章 河川整備の方針 
 

  

・事業項目 
・事業に共通する

考え方 
・場所が特定されな

い個別事業の内

容 

＜考え方について＞ 
○ 提言との乖離について 
○ 目標・方針について：環境保全の

目標をつくるべき等 
○ 施策の構成について：□□に関す

る施策が抜けている等 
○ 総合的・複合的な考え方につい

て：水量・水位・河川形状の考え方

を明記すべき等 
○ スケジュールについて 
 
＜具体化・推進にむけた提案＞ 

○ ガイドライン（実施計画、詳細検討

の参考となるもの） 

○ 連携方策：他省庁 
 

  

５章 

具体の整備内容

・場所が特定されて

いる個別事業の内

容 

 
＜施策・事業の内容について＞ 
○ 実施／検討の妥当性 

○ 実施／検討の内容について：追加

すべき内容／検討体制 等 
 

  

 

９月委員会に素案 
８月末を目標に部会ごと

の意見まとめ 
９月頃を目標に部会ごと

の意見まとめ 

地域別部会検討に対

する指摘等 

 

 
・追加すべき考え方、

方針の記述 
・修正すべき内容と修

正案 
 
 
テーマ別部会とりま

とめに対する追加、

修正意見 

・事業項目の設定につ

いて（追加、修正） 
・各事業の考え方につ

いての指摘 

・施策・事業の内容につい

て（妥当性や追加すべき

内容、実施場所、スケジ

ュール、検討体制等） 
 




